
【記載例 18】書⾯による請求の場合 

証 明 願 

 

 ※収入印紙ではありません 

令和５年４月１日 

（  １４００ 円） 

特許庁長官 殿 

請求人 

住所（居所） 東京都千代田区霞が関３－３－３ 

氏名（名称） 特許株式会社 

代表者  特許太郎 

（代理人） ※法人の場合は代表者名を記載 

住所（居所） ※代理人がいない場合には、請求人の 

氏名（名称）  担当者、電話番号を記載してください 

担当者  

電話番号  

請求人は、自己の試験又は研究のため下記の特許出願（特許）に係る微生物の試料

の分譲を受けたいので、特許法施行規則第２７条の３の規定により分譲を受ける資格

を有することを証明してください。 

記 

１ 事件の表示  特許第１２３４５６７号 

２ 事件との関係 

３ 特許出願人（特許権者） 

住所（居所） 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

氏名（名称） 経済一郎 

４ 寄託機関 独立行政法人製品評価技術基盤機構 特許生物寄託センター 

５ 受託番号 ＦＥＲＭ ○－○○○○ 

６ 交付方法 郵送  ※特許庁の窓口で受ける場合は「手交」と記載 

７ 添付書類の目録 

(1) 分譲請求書          ２通 ※寄託機関提出用と特許庁控用 

(2) （               通） として２通を添付します 

  

特許印紙 

貼付場所 
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［記載方法］ 

１ 記載例のように、提出する日をなるべく記載します。 

２ 「請求人」、「代理人」の欄には、請求人、代理人の住所(居所)、氏名（名称）を記

載します（法人にあっては「氏名（名称）」の欄の次に「代表者」の欄を設け代表者

の氏名を記載します）。代理人がいない場合には「請求人」の欄に「担当者」及び「電

話番号」の欄を設けてなるべく記載します。 

３ 「事件の表示」の欄には、特許出願中のものは「特願２０２２－４９９９９９」の

ように出願の番号を、特許権に係るものについては「特許第１２３４５６７」のよう

に特許番号を記載します。 

４ 「事件との関係」の欄には、特許法施行規則第２７条の３第１項第２号及び第３号

の場合のみ記載し、同条同項１号の場合には「事件との関係」の欄は設けるには及び

ません。第２号の場合には「警告を受けた者」、第３号の場合には「拒絶理由通知を

受けた者」と記載し、それぞれの関係を証明する書面を添付します。 

５ 「特許出願人（特許権者）」の欄には、最新の特許出願人（特許権者）の住所（居

所）、氏名（名称）を記載します。 

６ 「寄託機関」の欄には、寄託機関の名称を正確に記載します（略称は認められませ

ん）。 

７ 「受託番号」の欄には、国際寄託番号又は国内寄託番号を記載します。 

８ 「交付方法」の欄には、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合は「手交」、

郵送で受ける場合は「郵送」と記載します。 

９ 手数料については、「特許印紙」により納付する場合には様式左上の余白に特許印

紙を貼付し（  円）に納付金額を記載します。「クレジットカード決済」により納

付する場合（請求書を直接窓口に提出する場合に限ります）には「交付方法」の欄の

次に「指定立替納付」の欄を設け納付金額を記載します。「現金納付」により納付す

る場合には「添付書類の目録」の欄に「納付済証（特許庁提出用）１通」と記載し「納

付済証（特許庁提出用）」を添付します。 

 （クレジットカードの記載例） 

   ７ 指定立替納付 １４００ 

（現金納付の記載例） 

７ 添付書類の目録 

   （１）納付済証（特許庁提出用） １通 

10 添付書類について 

イ 分譲請求書 

  ・「IV．請求書の宛名と送付先」は、請求人又は請求人代理人になります。 

  ・「V．微生物の送付先」が、請求人以外の場合は、請求人との関係を明確に記載
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します。 

  ・分譲請求書は、２通を添付して提出します。 

ロ 代理人が請求する場合は、「証明願」に代理人の欄を設け、代理権を証明する書

面を添付します。 

  ・微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させるこ

とはできません。 

（特規則27の3．2） 


